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第 ３ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

令和６年10月１日(火曜日) 

            午前９時57分開議 

            午前11時41分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和６年度熊本県一般会計補

正予算(第２号) 

議案第10号 財産の無償貸付けについて 

議案第11号 令和６年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町村負担金(地

方財政法関係)について 

議案第12号 令和６年度県営土地改良事業

の経費に対する市町村負担金について 

議案第13号 令和６年度農地海岸保全事業

及び漁港海岸保全施設整備事業の経費に

対する市町負担金について 

議案第20号 工事請負契約の締結について 

議案第21号 工事請負契約の変更について 

議案第62号 令和６年度熊本県一般会計補

正予算(第３号) 

報告第１号 専決処分の報告について 

報告第２号 専決処分の報告について 

報告第３号 専決処分の報告について 

報告第22号 一般社団法人熊本県野菜価格

安定資金協会の経営状況を説明する書類

の提出について 

報告第23号 公益社団法人熊本県畜産協会

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第24号 公益財団法人熊本県農業公社

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第25号 公益社団法人熊本県林業公社

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第26号 公益財団法人熊本県林業従事

者育成基金の経営状況を説明する書類の

提出について 

報告第27号 公益財団法人くまもと里海づ

くり協会の経営状況を説明する書類の提

出について 

報告第38号 地産地消の推進に関する施策

の報告について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①「熊本県水とみどりの森づくり税」事

業の検討状況について 

②盛土規制法に基づく規制区域(宅地造

成等・特定盛土等)の指定(案)につい

て 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 吉 田 孝 平 

        副委員長 前 田 敬 介 

        委  員 前 川   收 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 緒 方 勇 二 

委  員 亀 田 英 雄  

委  員 斎 藤 陽 子 

欠 席 委 員(なし)         

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 千 田 真 寿 

       政策審議監 磯 谷 重 和 

      生産経営局長 德 永 浩 美 

      農村振興局長 永 田   稔 

        森林局長 中 尾 倫 仁 

        水産局長 渡 辺 裕 倫 

    農林水産政策課長 藤 由   誠 

団体支援課長 岩 野 洋 士 

 流通アグリビジネス課長 林 田 慎 一 

      農業技術課長 上 村 法 光
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政策監 杉 谷 将 洋 

農産園芸課長 山 本 剛 士 

畜産課長 安 武 秀 貴 

  農地・担い手支援課長 紙 屋 勝 良 

      農村計画課長 野 入 正 憲 

      農地整備課長 宮 川 和 幸 

     むらづくり課長 大 森 直 樹 

      技術管理課長 岩 田 長 起 

      森林整備課長 宮 脇   慈 

      林業振興課長 野 間   圭 

森林保全課長 大 和 一 浩 

      水産振興課長 那 須 博 史 

    漁港漁場整備課長 谷 水 秀 行 

農業研究センター所長 中 島   豪 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

   政務調査課課長補佐 川 中 誠 一 

――――――――――――――― 

  午前９時57分開議 

○吉田孝平委員長 ただいまから第３回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、付託議案等の審査に入ります

が、本委員会に付託された議案等のうち、議

案第21号については、私は除斥となりますの

で、議案第21号とそれ以外の議案等に分けて

審査することといたします。 

 つきましては、審査の効率化を図るため、

議案第21号以外の議案等を先に審査、採決し

たいと思います。 

 それでは、本委員会に付託された議案等の

うち、議案第21号を除く議案等を議題としま

す。 

 質疑については、執行部の説明終了後、一

括して受けたいと思います。 

 なお、委員会はインターネット中継が行わ

れますので、委員並びに執行部におかれまし

ては、発言内容が聞き取りやすいように、マ

イクに向かって明瞭に発言いただくようお願

いします。 

 執行部の説明は、効率よく進めるため、着

席のまま簡潔に行ってください。 

 初めに、千田農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、各担当課長から順次説明をお

願いします。 

 

○千田農林水産部長 おはようございます。 

 初めに、本年１月１日に発生しました能登

半島地震に続き、９月21日からの大雨により

犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表し

ますとともに、被害に遭われた方々が、一日

も早く平穏な生活に戻られますことを心より

お祈り申し上げます。 

 農林水産部では、地震の発災直後から、農

林水産関係施設の復旧に係る支援を行うた

め、技術職員を石川県に派遣しております

が、引き続き、現地のニーズを踏まえなが

ら、災害を経験した職員の知見、ノウハウを

生かした支援を行ってまいります。 

 また、８月の管内視察では、執行部も同行

させていただきありがとうございました。視

察の中で委員の皆様からいただきました御意

見や視察で得た知見を、今後の施策に役立て

られるよう努めてまいります。 

 それでは、今定例会に提案しております議

案の説明に先立ち、３点御報告させていただ

きます。 

 まず、赤潮被害への対応です。 

 八代海で発生した赤潮により、約14億

8,000万円の被害が発生しました。令和３年

度から４年連続の発生となり、この４年間の

被害総額は50億円を超えるなど、養殖業者の

経営に与える影響は、大変深刻なものとなっ

ています。 

 ７月には木村知事に現地を訪問いただき、

現場の声を直接伺った上で、予備費等を活用

したへい死魚の処理や金融面の支援などの緊
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急対策を実施いたしました。 

 また、去る７月30日には、熊本県、長崎

県、鹿児島県の３県の知事、議長と合同で、

赤潮の発生メカニズムの解明や養殖業者に対

する支援の強化等について、国に対して緊急

要望を行いました。 

 さらに、今定例会には、代替魚の購入や漁

場環境保全活動に対する支援のための予算を

提案しております。 

 今後も、養殖業者の経営継続のための必要

な対策にしっかりと取り組んでまいります。 

 次に、農地確保対策と畜産農家の営農継続

に向けた取組です。 

 菊池地域における半導体関連産業の集積の

加速化に伴い、周辺市町の農地は、今後もさ

らなる転用が見込まれています。 

 農地の減少により、農畜産業の経営縮小や

生産性の低下が懸念されており、特に畜産農

家は、借地して飼料作物を耕作する農地が減

少し、自給飼料の確保や家畜排せつ物の処理

が難しい状況となっています。 

 そこで、去る８月29日、喫緊の課題となっ

ている早急な代替農地の整備に向けた支援や

資源循環型畜産経営の維持に向けた支援な

ど、経済の安全保障と食料の安全保障の両立

を目指した特別な支援について、国に対して

緊急要望を行いました。 

 引き続き、農家のニーズにしっかりと寄り

添い、関係市町と連携を図りながら、営農継

続に向けた支援に取り組んでまいります。 

 最後に、農林水産部における組織改編につ

いてです。 

 今定例会に関係条例案が提案されています

庁内組織の改編において、知事マニフェスト

にあります農林畜水産物の高付加価値化を進

め、「食のみやこ熊本県」を創造するため、

農林水産部と商工労働部の共管となる食のみ

やこ推進局が設置される予定です。 

 また、同じく知事マニフェストにあります

親元就農をはじめとする農林畜水産業の担い

手確保、育成に向けた取組を強化するため、

農地・担い手支援課を改組し、担い手支援課

が新設され、併せて農業振興と企業進出の両

立を重点的に推進するため、農村計画課に農

地農振室がそれぞれ新設される予定です。 

 マニフェストの早期実行に向け、関係部局

との課題共有や連携体制の強化、課題解決に

向けた取組を推進してまいります。 

 続きまして、今回提案しております議案等

の概要を説明させていただきます。 

 まず、補正予算関係として、本年の梅雨前

線豪雨による災害復旧及び赤潮被害を受けた

養殖業の早期の事業再開に向けた支援に要す

る経費のほか、林業技能の向上による林業従

事者の就労環境改善に向けた支援に要する経

費を計上しております。 

 これに、台風第10号への対応として、治山

施設の土砂撤去費用の追加提案分を加え、総

額６億9,000万円余の増額補正を提案してお

ります。 

 補正後の現計予算額は、一般会計、特別会

計を合わせて760億円余となります。 

 次に、条例等関係では、財産の無償貸付

け、農林水産関係の建設事業の経費に対する

市町村負担金及び工事請負契約の締結につい

て提案しております。 

 また、報告事項は、職員の交通事故に係る

専決処分、県が出資する公益法人等の経営状

況及び地産地消の推進に関する施策について

報告させていただきます。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

です。 

 加えて、その他報告事項として、２点報告

させていただきます。 

 詳細につきましては、この後、それぞれ担

当課長から説明させますので、御審議のほど

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 
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 資料の農林水産常任委員会説明資料(予算

関係及び条例等関係)をよろしくお願いいた

します。 

 こちらの４ページをお願いいたします。 

 令和６年度の９月補正予算総括表になりま

す。 

 表の上段項目の左から３列目、(Ｂ)の欄が

９月補正額となりますが、その列の一番下、

一般会計と特別会計の３、合計欄のところの

とおり、農林水産部の９月補正合計額は、５

億7,600万円余の増額補正となっておりま

す。 

 また、真ん中から少し右側の列、(Ｃ)の欄

が、さきの台風10号への対応と、その追号と

いうふうになりまして、合計欄のとおり、１

億1,300万円余の増額補正でございます。 

 この２つを合わせました９月補正後の総額

は、表の一番右下の合計額のとおり、760億

8,000万円余となっております。 

 ９月の補正額は、その年度の災害の多寡、

災害によって規模が異なっておりまして、本

年度は、比較的小規模というふうになってお

ります。 

 次に、明許繰越しになります。 

 ページ数が、20ページをお願いいたしま

す。 

 令和６年度繰越明許費の設定につきまして

でございます。 

 主に上から２つ目、２番目の農地整備課の

農業生産基盤整備事業、それから３番目の森

林保全課の治山事業など、合計67億円余、こ

れに災害復旧分を加えまして、合計76億

5,000万円余となっております。 

 なお、本議会における繰越設定につきまし

ては、適正な工期の確保という視点から、10

月以降の工期が６か月以上要すると、これが

確実な事業につきまして、令和３年度以降お

願いをしているものでございまして、例年70

～80億円程度というふうになっております。 

 それでは、この後、各課から建制順で、主

なもの、主な事業を御説明させていただきま

すけれども、今回は、各課におけます令和５

年度以前の事業、この事業費の確定に伴いま

す国庫支出金の国への返納金、これが全部で

13件、合計2,000万円余というふうになって

おります。 

 このうち、本年度実施されました会計検査

による指摘事項１件ございましたが、この分

を除きまして、事業費の確定等ということに

なりますので、個別の説明を省略させていた

だきたいと思います。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○紙屋農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 上から３行目、農用地利用集積等推進基金

積立金でございますが、過年度に交付されま

した機構集積協力金の返納でございますが、

それと合わせまして、さきの会計検査の御指

摘で判明いたしました補助対象外の事務的経

費の熊本県農業公社からの自主返納で、県基

金からの交付でありましたため、基金へ積み

戻すものでございます。 

 なお、返還対象に一部県費からの支出もご

ざいましたので、一般財源への繰入れも含ま

れております。 

 農地・担い手支援課からは以上でございま

す。 

 

○宮川農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 10ページをお願いします。 

 ４段目、農業生産基盤整備事業費の債務負

担行為の変更です。 

 説明欄１の熊本市の美登里地区から、下の

説明欄５の上天草市、天草市の教良木地区に

ついて、排水機場などの整備に当たり、半導

体関連の資材調達に時間を要したこと及び予

算の計画的執行に向けた調整のため、債務負
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担行為の変更をお願いするものです。 

 同じく、11ページ、３段目、海岸保全事業

費の説明欄、災害関連大規模漂着流木等処理

対策事業費は、災害における農地海岸に漂着

した流木等の処理に要する経費について増額

をお願いするものです。 

 12ページをお願いします。 

 １段目は、農地防災事業費の債務負担行為

の変更です。 

 説明欄１の宇土市の松原地区及び２の宇城

市の砂川地区について、農村地域防災減災事

業における排水機場の整備に当たりまして、

先ほどと同様に、半導体関連の資材調達に時

間を要したこと及び予算の計画的執行に向け

た調整のため、債務負担行為の変更をお願い

するものです。 

 ２段目の単県農地防災施設管理費の説明

欄、農業水利施設省エネルギー化推進事業に

つきましては、農業水利施設で使用する電気

料金等の高騰に伴う土地改良区などに対する

助成について増額をお願いするものです。 

 ４段目の団体営農地等災害復旧費は、災害

により被災した農地や農業用施設の復旧のた

め、増額をお願いするものです。 

 13ページの１段目、県営農地等災害復旧費

の債務負担行為の追加については、大切畑ダ

ム堤体工事及び取水設備工事の追加に伴い、

債務負担行為の追加をお願いするものです。 

 農地整備課は以上です。 

 

○野間林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 16ページをお願いします。 

 ２段目の林業労働力対策事業費の説明欄の

豊かな森林づくり人材育成事業は、今年度新

たに始まる林業技能検定に係る受検料の助成

や受検に向けた講習会等の開催に要する経費

です。 

 ４段目の現年林道災害復旧費の説明欄のと

おり、本年度発生した林道災害の復旧を行う

市町村に対する助成を行うものです。 

 林業振興課は以上です。 

 

○大和森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 17ページをお願いいたします。 

 ２段目の単県治山事業費の説明欄１、単県

治山事業(県営事業)は、３月、５月、６月の

豪雨により発生した国庫補助の対象とならな

い保安林内の山地災害復旧に要する経費で

す。 

 ２の単県治山事業(県営事業)は、台風10号

被害に係る追号であり、山腹崩壊から流出

し、既設の谷止め工に異常堆積している土砂

と流木の撤去に要する経費です。 

 ３の単県治山事業(市町村営事業)は、３月

と７月の豪雨により発生した国庫補助の対象

とならない人家裏の災害復旧に要する経費で

す。 

 18ページをお願いいたします。 

 先ほど説明しました台風10号への対応に関

する追号分の土木部と農林水産部を合わせた

県全体の資料です。 

 左側１の道路、砂防施設の復旧は、土木部

で実施し、右側２の農林関連施設の復旧が、

先ほど説明しました治山施設の土砂撤去で

す。 

 写真のとおり、県道宮原五木線の上部で発

生した山腹崩壊の土砂が、谷止め工３基に約

3,000立米堆積しております。谷止め工の効

果が発揮されておりますけれども、今後の雨

により流出するおそれがあることから、県道

利用者の安全を確保するための土砂撤去を実

施するものです。 

 森林保全課は以上です。 

 

○那須水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 19ページをお願いいたします。 

 ２段目、漁場環境等対策事業費の説明欄、
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赤潮被害緊急対策事業は、八代海で発生しま

した有害赤潮により漁業被害を受けられた養

殖業者の早期の事業再開に必要な代替魚の購

入などを支援するものです。 

 また、４段目、施設整備事業費の説明欄、

浜の活力再生加速化支援事業は、県産水産物

の生産、販売等に必要な共同利用施設、具体

的には、県海水養殖漁業協同組合が行う製氷

機及び貯氷庫の整備を支援するものでござい

ます。 

 水産振興課は以上です。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 資料の22ページをお願いします。 

 議案第10号、財産の無償貸付けについてで

ございます。 

 当財産は、県が畜産農家の牛の預託育成な

どを行っておりました旧西原公共育成牧場に

係るものです。 

 無償貸付財産として、畜舎など23棟及び電

柱19本を継続して土地の所有者である西原村

に無償で貸し付けるものでございます。 

 23ページの３、これまでの経緯のとおり、

当牧場は、平成21年３月に廃止いたしました

が、西原村から土地と建物を一体的に畜産的

活用をすることにより、村の畜産振興を図り

たいとの要望がございました。 

 県といたしましても、西原村の畜産振興と

県有財産の有効活用が望めるため、平成21年

９月議会の議決を経て、建物に関する５年間

の無償貸付契約を西原村と締結いたしまし

た。その後、平成26年及び令和元年の９月議

会の議決を経て、５年間の契約の更新を行っ

てきたところでございます。 

 この契約期間が本年10月31日に終了するこ

とから、西原村と協議を行ったところ、貸付

期間の延長要望があり、引き続き、西原村に

おける畜産振興のため、貸付期間を５年間延

長しようとするものでございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 このページの議案第11号から議案第13号ま

でにつきましては、いずれも令和６年度の農

林水産関係の建設事業等につきまして、受益

がある市町村が負担する経費の負担率を定め

るものでございます。 

 県が行う建設事業等につきましては、法律

上、その経費につきまして、受益市町村に負

担をしていただくということができるとなっ

ております。ただ、この負担率を定めるに当

たりましては、受益市町村の意見を聴いた上

で、県議会の議決を経て定めるという形にな

っております。 

 議案につきましては、根拠法令ごとに、24

ページの議案第11号、これが地方財政法関

係、そして、27ページの議案第12号が土地改

良法関係、そして、29ページの議案第13号が

海岸法関係のものというふうになっておりま

す。 

 各事業の負担割合は、国のガイドライン等

に基づきまして設定したものでございます。

受益市町村の同意も全て得ているということ

になっております。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○那須水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 30ページをお願いいたします。 

 議案第20号、工事請負契約の締結について

でございます。 

 漁業取締船の代船建造に係る請負契約でご

ざいます。 

 31ページの事業の概要にありますとおり、

令和５年に退役しました漁業取締船「ひご」

と老朽化している漁業取締船「あまくさ」の

代船として建造するものでございます。 

 工事名は、漁業取締船代船建造工事です。
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工事内容は、総トン数69トンの漁業取締船を

建造するものです。工事場所は、落札業者の

工場があります神奈川県横浜市になります。

工期は、契約締結の日から令和８年３月13日

まで、契約金額は12億450万円です。契約の

相手方は、ジャパンマリンユナイテッド株式

会社、契約方法は、一般競争入札でございま

す。 

 水産振興課は以上です。 

 

○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 職員による交通事故の和解及び賠償額の決

定に係る３件の専決処分の報告をさせていた

だきます。 

 まず、１件目を35ページにより説明させて

いただきます。 

 事故の概要になりますが、令和５年７月３

日に上天草市で発生した物損事故に伴うもの

となっております。 

 事故の当事者は、天草広域本部農林水産部

漁港課の職員で、相手は、上天草市が所有、

管理する構造物となっております。 

 一番下の６、事故の状況を御覧ください。 

 公務出張中、職員が運転する車両が、緩や

かな左カーブの道路におきまして、ハンドル

操作を誤って、ちょっと左に切り過ぎたとい

うことで道路左側の水路に転落し、その先で

水路を横断している農道擁壁に衝突したとい

うものです。 

 運転していた職員にはけがはございません

でしたが、４番目の過失割合のとおり、県と

相手方の責任が100対０、そして５番目の損

害額及び損害賠償額のとおり、県の損害賠償

額は93万5,000円というふうになっておりま

す。 

 ２件目につきまして、37ページにより御説

明させていただきます。 

 事故の概要となりますが、令和５年９月12

日に熊本市で発生しました人身物損事故に伴

うものでございます。 

 事故の当事者は、農業研究センター果樹研

究所の職員で、相手方は個人となっておりま

す。 

 一番下の６、事故の状況を御覧ください。 

 公務出張中、職員が運転する車両の前方信

号が青から黄色に変わった際に、ブレーキの

反応の遅れ、それから車間距離が不十分であ

ったということで、前方に停車していた相手

方車両に追突したというものになっておりま

す。 

 ４番目の過失割合のとおり、県と相手方の

責任が100対０、５番目の損害額及び損害賠

償額のとおり、人身事故、人身損害につきま

して、相手方の腰椎あるいは頸椎の捻挫等の

治療分の県の損害賠償額としまして348万円

余となっております。 

 なお、米印にありますが、物損分につきま

しては、早期の示談成立によりまして、昨年

度12月議会に報告済みとなっております。 

 ３件目につきましては、39ページをお願い

いたします。 

 事故の概要になりますが、令和６年４月３

日に阿蘇市で発生した物損事故に伴うもので

ございます。 

 事故の当事者は、阿蘇家畜保健衛生所の職

員で、相手方は、運転者が個人、そして車両

所有者は、リコージャパン株式会社様となっ

ております。 

 一番下の６の事故の状況を御覧ください。 

 公務出張中、豪雨、それから濃霧によりま

す前方視界不良のために、反対車線を直進し

てきていた相手方の車両に気づかないまま右

折をしようとしたところ、相手方車両に衝突

されたというものになっております。 

 ４番目の過失割合のとおり、県と相手方の

責任が90対10、５番目の損害額及び損害賠償

額の(1)物損分にございます表の一番右側の

とおり、県の損害賠償額は５万9,000円余と
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なっております。 

 なお、３件の事案ともに８月30日に和解契

約が成立しているものでございます。 

 交通事故につきましては、去る９月12日

に、部内の職員1,200人全員を対象としまし

た法令遵守等の研修を個別に実施いたしまし

た。その中で、事故の具体例を含めて、改め

て注意喚起を行ったところでございます。 

 これからも、交通事故防止に一層留意して

まいりたいと思っております。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○山本農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 41ページをお願いします。 

 報告第22号、一般社団法人熊本県野菜価格

安定資金協会の経営状況を説明する書類の提

出についてです。 

 概要は、次の42ページをお願いします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、野菜生産出荷安定法に基づく価格

安定事業を実施することにより、野菜生産農

家の経営安定と消費地への野菜の安定供給を

図ることを目的としております。 

 次に、２、令和５年度の決算の概要につい

てです。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減について御説明します。 

 当期の法人全体の正味財産増減額は、180

万円余の減となっております。 

 43ページの(2)を御覧ください。 

 当期正味財産増減の主な要因は、指定正味

財産において、特定野菜等供給産地育成事業

の交付予約数量の減少に伴い、資金造成額が

減少したためですが、造成額は交付予約数量

によって毎年増減することから、公益目的事

業を実施する上では問題はございません。 

 ３、事業実績等についてです。 

 まず、(1)の資金造成については、交付予

約数量計画２万2,655トンに基づき、造成額

は13億8,600万円余となり、うち５億8,900万

円余は、国の造成分として農畜産業振興機構

で積み立て、残りの７億9,600万円余が本協

会の必要造成額となりました。 

 必要造成額につきましては、事業年度終了

時残高７億9,200万円余と本年度必要造成額

との差額450万円余を、業務方法書に基づき

造成、払戻しを行いました。 

 (3)の補給金の交付実績でございますが、

昨年度は、アスパラガスや冬春トマトなど13

品目につきまして、合計4,090万円余を交付

しております。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 45ページをお願いします。 

 報告第23号、公益社団法人熊本県畜産協会

の経営状況を説明する書類の提出についてで

ございます。 

 46ページ、当協会の令和５年度決算の概要

について御説明させていただきます。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、畜産農家や団体への経営指導、技

術指導及び畜産物価格安定対策等を通じた畜

産振興と畜産物の安定供給に資するとなって

おります。 

 ２、令和５年度決算の概要について説明い

たします。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、表の右下、決算のポイン

トである今期の正味財産増減額は、9,700万

円余となっております。 

 正味財産の増減理由についてですが、47ペ

ージ、(2)を御覧ください。 

 その主たる要因として、子牛枝肉価格の低

迷により、肉用子牛生産者補給金及び肉用牛

肥育経営安定交付金、いわゆる牛マルキンが

交付されましたが、子牛補給金は、全額国の

財源から交付され、生産者積立金からの交付
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がなかったこと、また、牛マルキンにつきま

しては、積立額に対し交付額が少なかったこ

とから、9,700万円余の増となりました。 

 ３、事業の実績等についてでございます。 

 (1)から(3)まで公益目的事業で、(4)が収

益事業になっております。 

 まず、(1)につきましては、畜産経営体の

育成、経営支援を行うもので、農畜産業振興

機構等の事業を活用しまして、畜産農家に対

する経営改善指導、各種補助事業などを行っ

ております。 

 (2)は、家畜衛生対策の推進でございま

す。 

 家畜の疾病予防や伝染病発生時の対策など

のため、ワクチン接種や家畜防疫互助基金制

度などの衛生対策等を推進しております。 

 (3)は、畜産物の価格安定対策の推進でご

ざいます。 

 子牛補給金制度やマルキン制度において、

生産者積立金の管理及び補塡金の交付業務等

を実施しております。 

 (4)は、家畜改良、登録の推進でございま

す。 

 家畜の登記、登録や肉用牛の産肉能力の統

計的な分析等を実施しております。 

 以上が熊本県畜産協会の経営状況の概要で

す。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○紙屋農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 49ページをお願いします。 

 報告第24号、公益財団法人熊本県農業公社

の経営状況を説明する書類の提出についてで

す。 

 概要は、次の50ページをお願いいたしま

す。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報の

(1)のとおり、活力ある農業の振興、潤いの

ある県民生活の向上に寄与することであり、

農業公社では、農地の規模拡大などによる農

業経営の安定、農地及び農業用施設の有効利

用の推進、就農、就業の支援及び青年農業者

等の育成支援、熊本県農業公園の管理運営を

実施しております。 

 次に、２の令和５年度の決算概要について

です。 

 (1)に正味財産増減計算書を掲載しており

ますが、決算のポイントとなる当期の正味財

産の増減について御説明します。 

 次のページの一番上をお願いいたします。 

 (2)当期正味財産増減の主な理由でござい

ます。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は、160

万円余の減となりましたが、公益目的事業会

計における減少によるものです。 

 その主な要因は、人件費等の経費の増加で

ありますが、公益目的事業を実施する上で支

障のない範囲でございます。 

 次に、３の事業実績等について御説明しま

す。 

 まず、事業の中心となります(1)農地中間

管理事業による農地の貸借については、貸付

実績で1,442ヘクタールとなりました。 

 (2)の農地の売買事業については、売渡し

実績で144ヘクタールとなっております。 

 (3)の新規就農支援事業については、新規

就農支援センターの活動を通じまして、723

件の相談対応を行っております。 

 最後に、(4)農業公園管理運営等事業につ

いてですが、自主イベント及び誘致イベント

の開催回数の増加により、入園者数は、前年

度比104％の約44万7,000人となりました。 

 以上が公益財団法人熊本県農業公社の経営

状況についての概要でございます。 

 農地・担い手支援課からは以上でございま

す。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課でございま

す。 
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 53ページをお願いします。 

 報告第25号、公益社団法人熊本県林業公社

の経営状況を説明する書類の提出についてで

す。 

 概要は、次の54ページをお願いします。 

 法人の設立目的は、１、基本情報(1)のと

おり、造林、育林等の事業を行うことによ

り、森林の持つ公益的機能の維持増進を図

り、林業の活性化と山村地域の振興並びに住

民生活環境の向上に寄与することを目的とし

ております。 

 ２の令和５年度の決算の概要についてで

す。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減について御説明します。 

 次のページ、一番上の(2)を御覧くださ

い。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は、

2,509万8,000円の減で、主に公益目的事業会

計における減少によるものです。 

 その主たる要因は、林業公社等会計基準に

基づき、主伐した箇所の資産を減損処理した

ことによりますが、公益目的事業を実施する

上で支障のない範囲での減少です。 

 ３の事業実績等についてです。 

 主要事業の実績につきましては、(1)の表

のとおりであり、これまで造成してきた資源

が充実しつつあることを踏まえ、利用間伐の

推進に努めたほか、(3)のとおり、新たな収

入源として取り組んでいるＪ－クレジット制

度について、令和６年１月にクレジットを

2,600ＣＯ₂トン取得し、同年３月に、そのう

ちの一部300ＣＯ₂トンを民間企業に販売しま

した。 

 森林整備課の説明は以上です。 

 

○野間林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 57ページをお願いします。 

 報告第26号、公益財団法人熊本県林業従事

者育成基金の経営状況を説明する書類の提出

についてです。 

 概要は、次の58ページをお願いします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、林業事業体に雇用される林業従事

者の就業環境を整備し、その安定確保を図る

とともに、若年従事者の確保、育成を促進す

ることを目的としております。 

 ２、令和５年度の決算の概要についてで

す。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減について御説明いたしま

す。 

 59ページの(2)を御覧ください。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は、１億

4,838万4,000円の増であり、主に指定正味財

産の評価益によるものです。 

 続いて、３の事業実績等についてです。 

 (1)の林業労働力確保等に関する事業で

は、退職金共済や社会保険掛金の事業主負担

の助成、新規参入者を雇用した事業体への助

成を行っており、基金運用益を財源とした事

業です。 

 (2)以降の事業では、国や県からの補助及

び委託事業により、林業に興味がある人への

林業体験学習会や林業就業希望者への長期研

修、林業就業に関する広報活動のほか、林業

事業体への就職あっせんなどの事業を行って

おり、くまもと林業大学校の運営の一部も行

っております。 

 林業振興課は以上です。 

 

○那須水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 61ページをお願いいたします。 

 報告第27号、公益財団法人くまもと里海づ

くり協会の経営状況を説明する書類の提出に

ついてです。 
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 概要は、次の62ページをお願いいたしま

す。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、水産動植物の種苗の生産及び放流

並びに水産動植物の育成を計画的かつ効率的

に実施し、県民への水産物の安定供給と海洋

環境の保全に寄与することを目的としており

ます。 

 ２の決算の概要についてです。 

 (1)に今期決算の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減について御説明いたしま

す。 

 (2)を御覧ください。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は1,007

万7,000円の増で、主な要因は、単年度の実

質収支が増加したことに加え、ヒラメ種苗な

どが順調に生産できたことなどによるもので

す。 

 ３、事業実績等についてです。 

 (1)の公益目的事業である里海づくり事業

ですが、マダイ、ヒラメ、クルマエビなど９

種類の種苗生産、配付を行うとともに、栽培

漁業地域展開協議会の事務局として、マダイ

74万7,000尾、ヒラメ58万7,000尾を放流する

など、共同放流事業を推進しています。ま

た、クマモト・オイスターなどの種苗生産技

術開発試験やタイラギなどの中間育成技術開

発試験を実施しております。さらに、八代漁

協が行う種苗生産、各漁協が取り組む種苗の

中間育成や放流に対し指導や助言を行うとと

もに、小学生の研修の受入れや啓発活動に取

り組んでおります。 

 (2)の収益事業であるその他の事業につき

ましては、養殖業の発展を目的に、クルマエ

ビの養殖用種苗149万尾を生産し、配付して

おります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○林田流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 65ページをお願いいたします。 

 報告第38号、地産地消の推進に関する施策

の報告についてでございます。 

 概要につきましては、72ページにて説明さ

せていただきます。 

 まず、１、地産地消の推進に関する施策の

報告につきましては、くまもと地産地消推進

県民条例第10条第２項の規定により、毎年

度、県における地産地消の推進に関する施策

を報告するものでございます。 

 ２、報告の内容についてでございます。 

 令和５年度につきましては、補正予算も含

め、全体で11部局、84施策に取り組みまし

た。 

 令和６年度につきましては、当初予算及び

６月補正予算分でございますが、(1)から(5)

の５つの観点から、11部局、78施策に取り組

んでまいります。 

 まず、１つ目は、県民の県内農林水産物等

への理解の深化及び郷土愛の育成で、７部局

26施策の取組を行ってまいります。県民の地

産地消への関心は、９割程度を維持しており

ますが、実際の購買行動につなげるために、

登録人数が9,000人を超えましたＳＮＳ等を

活用し、効果的なＰＲを展開してまいりま

す。 

 ２点目は、県内農林水産物等の流通の促進

及び消費の拡大で、８部局26施策の取組を行

います。県産品の販売店、または県産品を使

用した飲食店であり、県が指定します地産地

消協力店の認知度向上や県産農林水産物の消

費促進につながる各種の取組を進め、流通促

進や消費拡大を行ってまいります。 

 ３点目は、経済循環及び地域活性化で、５

部局14施策の取組を行います。直近の統計で

は、販売額が861億円で全国第４位となって

おります県内における農産物加工などの６次

産業化の取組を、農林水産業と商工業、観光

業との連携によりさらに進めてまいります。 
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 ４点目は、農林水産業が果たす多面的機能

の再認識で、２部局９施策の取組を行いま

す。農業が果たしている多くの役割を周知す

るために、地下水と土を育む農業の小学生に

対する理解促進や、農業の持つ癒やしや安ら

ぎ、農地における豊かな景観などの多面的機

能に対する理解促進を、教育、観光、福祉等

との連携、交流により進めてまいります。 

 ５点目は、条例の周知、意識啓発等、条例

の直接的な推進に係る取組で、７部局３施策

の取組を行います。 

 ＳＮＳや県の地産地消サイトなど様々な広

報媒体の活用や各種イベントなどの機会を通

じて、県民への条例の周知、浸透を図ってま

いります。 

 流通アグリビジネス課からの報告は以上で

ございます。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 16ページの林業振興指導費の

中の林業労働力対策事業費として、今回430

万円の予算を計上いただいております。 

 説明欄には、豊かな森林づくり人材育成事

業として、新しく林業技能検定に係る受検料

の助成に要する経費ということで御案内いた

だいておりますが、林業技能検定制度が今年

度から始まるということでありまして、私自

身も、この制度をつくるために非常に関わっ

てきた人間でありますが、430万の概要が少

し分かりづらいというんですかね。どういう

制度で、どのように助成なさるのかという部

分について、制度の概要をお知らせいただく

ということも含めて、御説明をいただければ

というふうに思います。これが第１点目で

す。 

 それから、もう１つ。 

 23ページの財産の無償貸付けの概要という

ことで、旧西原公共育成牧場の建物等の無償

貸与ということを引き続きということで議案

をいただいております。 

 西原公共育成牧場は廃止されましたが、そ

の後西原村に貸し付けられていることは存じ

ております。西原村で具体的にどのように活

用されてるかということを、まずは、知って

ますけれども、教えてください。それは皆さ

んに分かるようにということです。 

 といいますのは、県が持っている施設等を

活用するという前提において、これはもとも

と持ってたやつを要らなくなったから活用し

ていただくという形になりますが、知事の冒

頭の説明の中に、ＴＳＭＣに伴う農地確保対

策と、それから畜産農家の営農継続に向けた

取組という部分の説明をいただきましたけれ

ども、この後何が起こるかというと、実は、

その半導体関連産業の集積が進めば、農地が

どんどん減っていくというのはもう周知の事

実であります。減っていった後で、その減っ

ていった農地だけでうまく回していければ、

それが一番いいのかもしれませんが、なかな

か畜産農家はそういうわけにはいかないとい

うことで、最終的には、農地を新しく造成し

てもらわなきゃならなくなる可能性が私は高

いと思ってます。 

 しかし、その際に誰が事業主体になるの

か、農地の地権者は誰なのか、直接そこに入

ろうとしている人が自ら買い上げて、山を買

って、そして農地造成を一般のやり方のよう

にするのか、もしくは、海面の開拓事業みた

いな形で、どっかが開拓事業で新しい農地を

造って、それをどなたかが買い付けるのか、

もしくは貸すのか、貸すのであれば誰が所有

者になるのかという問題は、必ず避けて通れ
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ない議論になってくるというふうに思ってま

す。 

 その際に、今おっしゃっている財産の無償

貸付けを旧西原公共育成牧場でなさってらっ

しゃるというのは、一つのヒントかなという

ふうにも考えて、あえてこういう質問をさせ

ていただいているんですけれども、少なくと

もニーズに合った人、つまり新しく農地が必

要だという人がきちっと確定して、そしてど

れだけの面積が必要かということもきちっと

確定した上で造成をしないと、ただ単に、造

成をしました、さあどうぞと話をしたって、

今アンケート調査を見れば、５キロ以上離れ

たら嫌だという話もちゃんとあるわけで、そ

の人たちがちゃんと営農していく上において

のマッチングというものを細かくやっていた

だき、その上でちゃんと農地を確保していく

という状況の中においては、やっぱりこうい

うことも考えていかなければいけないのかな

ということとして、今どう使われているかと

いうことを知りたいということが１つです。 

 それともう１つ、これも農地の造成に非常

に関係するんですけれども、部長の御説明の

中に、自給飼料の確保や家畜排せつ物の処理

というお話もございました。家畜排せつ物を

どう処理しているかというと、ある程度堆肥

化して、その堆肥になったやつを農地にまた

還元して、用土にしていって還元するという

のが、今やられている一般的な方法でありま

す。 

 それには、ある程度の要するに農地の面積

がなければ戻すことができないという状況に

なりかねないということでありまして、もう

既に県内においても、スラリーという、柔ら

かいというんですかね、非常に液状の堆肥に

ついては、し尿については、処理場を別途造

って、その処理場で処理をしていって、最終

的には処理した水を河川に流すというやり方

ももう既に始まっているところがあります。 

 私は、農地を全部確保することはなかなか

難しいだろうと、いわゆる堆肥をまく農地ま

で全部確保することは非常に難しいんじゃな

いかなというふうに思ってまして、そうであ

れば、必要な農地分は、今言ったように、き

ちんと確保しながら、マッチングした上で確

保するということ、誰がどこで使うというの

がはっきり分かった上でちゃんとする。それ

以外の皆さん方が、家畜排せつ物の処理とい

うような形の中で活用をどうするかという話

になったならば、今言った処理場というもの

についても、やっぱり考えていかなければい

けないというふうに思ってます。 

 まだ先の話とは思いますけれども、やっぱ

り現場じゃ、なかなか、先の話じゃなくて今

からどうなるかということの見通しを見てい

かないと、非常に厳しい状況が生まれてきて

いる、不安という部分の状況が生まれてきて

いるというふうに思いますので、少し引っか

けて申し訳ありませんが、この西原公共育成

牧場がこのように使われているということ

も、もしくは、後ほどまだあったんですけれ

ども、農地公社のほうも農地の売買をやって

らっしゃって、集めた農地をちゃんと次の利

用者に売ることも貸すこともできるわけであ

りますが、そういうことを少し考えないと、

ただ造成しましょうと言ったって誰がするん

ですかと。 

 今までのいわゆる普通の圃場整備というの

は、もともと農地を――地権者がいらっしゃ

って、それを減歩で区画整理をした上できち

っと農地を効率的な農地に変えていくという

のが、今やっている一般的な圃場整備のやり

方でありますから、新しく今農地を造成する

というのは、昔開拓事業とかで山を開いてや

ってきたり、海の干拓事業であったりという

ことはありますけれども、今はなかなかその

例がないという状況もありますので、含めて

御説明をいただければと思います。 

 

○野間林業振興課長 林業振興課でございま
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す。 

 林業技能検定に係る受検料等の助成につい

て、もう少し詳しく御説明させていただきま

す。 

 この事業のメニューといたしましては、３

つございます。 

 １つ目は、受検料の支援ということで、受

検料を実技と学科で合わせて４万円等かかる

ということが分かっておりますので、その半

分、２万円を上限として支援させていただき

たいというふうに考えております。 

 それから、２つ目ですが、この技能検定を

受検するに当たって、その前の研修会、勉強

会ですね。イメージとしては、自動車学校を

受けるとき、事前に民間の勉強会というのが

ありますけれども、合格率も上がってほしい

ので、そういうのをちょっとイメージして研

修会をやろうとしております。 

 ３つ目、今度は説明会なんですが、受検は

この就業者ですが、送り出す事業体に対して

も、この技能検定の制度を理解していただ

き、受検して合格した方に対し、それなりの

就業環境の向上を努めていただきたいという

こともありますので、この説明会を考えてお

ります。 

 最初の受検料とそれから研修会、勉強会に

つきましては、先ほど経営状況を説明しまし

た林業従事者育成基金のほうに事業主体とな

っていただければというふうに考えておりま

して、最後の説明会のほうは県がやっていこ

うというようなことで、それから受検者の見

込みを100名ということで考えておるところ

です。 

 説明は以上です。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 まず、西原村に無償貸付けしております旧

西原公共育成牧場の現在の使用状況について

でございますが、当時廃止した背景というの

が、土地が西原村有であったということか

ら、本来、建物等を解体処分後、土地を返還

すべきところでございましたが、西原村か

ら、今後も畜産的利用を行いたいという要望

がございました。このため、建物等を無償で

貸し付けたということでございます。 

 現在の使用状況ですが、西原村は、公募に

より馬の業者と契約を行っております。この

業者につきましては、草地を活用した良質粗

飼料の生産や肥育素馬の生産のための生産馬

の放牧、畜舎の有効活用により肉用馬の肥育

を行っております。 

 大体飼養頭数といたしましては、肥育馬が

常時200頭程度と繁殖馬が100頭、子馬、育成

馬が100頭ということで、約400頭ぐらいの馬

がこの牧場で飼養されております。 

 また、採草地も100ヘクタールございまし

て、そこで牧草を収穫されておりますし、あ

と、放牧地も60から70ヘクタールということ

で、馬の放牧もされているところでございま

す。 

 続きまして、堆肥化、ふん尿処理の件でご

ざいますが、菊池地域につきましては、畑作

の畜産的飼料作の割合が非常に高うございま

して、県の平均から比べると、かなり畑で利

用されていると。 

 その利用の中身というのが、畜産農家から

排出されるふん尿混合、まさしくスラリーを

還元されているということで、今回の半導体

の企業進出に伴いまして、その還元先である

飼料畑がなくなると。また、作付している飼

料畑が自己所有ならそう問題もないかもしれ

ませんけれども、借りて作っているというこ

とで、今回の企業進出によって貸し剥がしが

起きているという状況にあります。 

 このため、県では、100戸ほどの農家を対

象にニーズ調査を行いまして、この中でも、

非常に今後堆肥処理もしくはスラリー処理に

困ることになる、もしくは困っているという

農家が15戸ございました。 

 そういうこともありまして、県といたしま
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しては、緊急要望、ということで、国に対し

て、処理施設の整備のかさ上げとか、あとは

耕畜連携を推進するための事業の拡充といっ

た内容をいたしております。 

 今後、いろいろ困る農家がいらっしゃると

思いますけれども、まだ詳細な――先生がお

っしゃいましたように、具体的な農家数と

か、必要となる畑地面積、還元すべき畑地面

積、また、排出されるであろう家畜排せつ物

の量というのが、なかなか把握し切れており

ませんので、今後、県といたしましては、そ

ういう詳細なニーズ――ニーズといいます

か、現状の把握のための調査を行いまして、

菊池地域における半導体企業進出に伴う堆肥

処理、スラリー処理の全体的な構想について

検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 まず、最初の林業の話なんで

すけれども、新しくつくっていただきました

林業技能検定制度というのは、大工さんとか

左官さんにもあります、いわゆる国が認める

技能検定の制度でありますが、これまで林業

にはなかったわけでありまして、林業で頑張

ってらっしゃる従事者の皆さんは、一般的

に、行政的に言えば普通作業員でありまし

て、その技能をきちっと評価する、公的に評

価する制度がなかったということであり、こ

の制度をしっかりつくっていくことによっ

て、やっぱり山で仕事をする技能者の皆さん

方が、最初は初級から始まり、３級、２級、

１級ということを目指しながらやっていく

と。それは、段階的に給料も上がる、上げて

いかなきゃいけないし、それから、公共事業

に対してのその積算の中にちゃんとその技能

士というものが織り込まれて、いわゆる普通

作業員じゃなくて、もっと高額の費用がいた

だけるという形をつくらなきゃいけないとい

う思いを目指しながら、この制度をつくって

きていただくようになりました。 

 私も随分このことを言いながら、森林の、

全国の中でお話をさせていただいてまいりま

したけれども、いよいよこれが始まると。今

年度から始まるのは、全国で２か所ですよ

ね。１か所が熊本と、もう一つは愛媛なんで

すね。 

 なぜ熊本で始まるかということもしっかり

考えていただきたいと思いますし、このこと

をやっぱり多く広めていただきながら、林業

従事者がちゃんと入っていくということ、そ

して、県は、技能検定を受けていただいて、

その結果が出る中において、もともと知事の

マニフェストにも書いてあります林業技能

者、林業労働者たちの所得向上が、結局山の

活性化につながるという、そのことについて

もしっかりと取り組んでいっていただきます

ようにお願いをしておきます。 

 ぜひ、これは100名の目標でありますか

ら、100名受検していただけるように、これ

の働きかけも含めてお願いしたいと思いま

す。 

 100名、４万円というのは高いんです。や

っぱり一般論で言えば。普通の人が４万円出

してこれを受けますかというと、なかなか受

けない。そこで、県がしっかり補助いただく

という形になったわけでありますので、ぜひ

しっかり前に進めていただければというふう

に思います。 

 それと、ちょっと話が、すみません、西原

公共牧場の話と部長の最初の話と交ぜてしま

って、答えにくいかもしれませんが、いわゆ

る国に要望されたというのはちゃんと御報告

もいただいてますが、国に要望することの前

提として誰がやるのか、制度として事業主体

は誰がやるのか、これは土地の造成もそうで

あります。 

 それから、さっき私のほうで話をしました

スラリーの処理場、処理施設を造るときに事

業主体は誰なのか、これを言わないと、た
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だ、補助金かさ上げしてくださいと言ったっ

て、それは事業主体は誰ですかということが

説明できないのが今の状況ですね。 

 もちろん、ここですぐ答えろとは言いませ

ん。農業施設を貸し付けるということ、県が

持っている財産を貸し付けるということは、

今説明いただきました西原公共育成牧場にお

いては、既に県内の施策としてやられている

ということであります。 

 もちろん、土地は、これは西原村の所有で

ありますが、上物の施設は貸し付けるという

ことができてます。そういうことも含めて、

それから農業公社の活用というものも含めな

がら、現実的に言えば、今までやってきたい

わゆる圃場整備というもののやり方でいけ

ば、使う方が土地を買ってくださいと、その

上で造成しましょうという話。もしくは、造

成後の土地については、これは誰がやるかは

また別ですよね。誰かがやらなきゃいけない

ですね。やった後、かかった費用で売るの

か。これは入植事業みたいな開拓事業みたい

な形になるんでしょう。それをどうやってや

っていくのかということ。 

 農地であれば、農地を広げるだけであれ

ば、そもそも農地の地権者がいらっしゃるか

ら、それはやりやすいかもしれませんが、な

かなか、その農地が足りなくて困っているわ

けですから、いわゆる山を開くということに

なりかねないと思いますので、山の地権者

が、そのまま自分たちで費用を出して、造成

費を出して、そして造成して、そして農家に

貸し付けるということが可能であれば、それ

でもいいかもしれませんが、そういう方法論

はしっかり考えておかないと、この先、なか

なか、国にお願いしたって前に進まないとい

うことになりかねないと思います。 

 おっしゃったように、ちゃんといわゆる農

家のニーズをきちっと把握をしていただい

て、そことのマッチングをきちっとやった上

でやっていくということ。それから、もう農

地になかなかこれ以上スラリー等をまけない

ということであれば、今度は施設を造ると。

これは、熊本市内にもう既に造ってあります

ね。うちの菊池市の中にも１つあるんですけ

れども、堆肥の処理施設というもの、それも

視野に入れて考えていっていただければと思

いますが、部長、いかがでしょうか。 

 

○千田農林水産部長 まさに先生がおっしゃ

ってた、まず、農地整備の関係についても、

今回、６月補正で検討事業についても既に予

算化させていただいて、その中で、さらに国

への支援、特別な支援もお願いしているとこ

ろです。 

 まさに今の先生の指摘に対しては、事業に

取っかかっているところでして、まずは、事

業手法として、どんな整備が必要なのか。ち

ょっと傾斜地という特殊事情もございますの

で、事業費が通常よりもかかるんじゃないか

と思っておりますし、事業費がどれぐらいか

かるのかという問題と、それに対して、おっ

しゃるように事業主体をどこにするか、その

後の土地の運営についてですね。 

今回、経済連が持っている土地をモデルと

してやる予定ですので、制度的には経済連が

事業主体になることも可能ですし、団体営と

しても可能です。規模に応じた役割分担とい

うのもあるのかもしれませんが、その上で事

業主体をどこに位置づけるかと。 

 さらに、おっしゃるように、土地をどのよ

うに売買するのか、貸し付けるのか、そうい

ったことも含めて、今検討事業に着手したと

ころです。同時並行して、事業費が決まって

くれば、おのずと賃借した場合の費用という

のも分かってきますので、その費用も含めな

がら農家の方とのマッチングを進めて、ニー

ズに対応した形での整備ということで進んで

いくことになろうかと思っております。 

 また、排せつ物の処理についても同様な形

になります。ただ、こちらのほうは、また整
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備の手法も対応の手法も、いろいろあるかと

思います。 

 今回、９月の一般質問のほうで、緒方先生

のほうから御質問いただいた家畜排せつ物を

流域下水道に接続して処理するというやり方

も、既に他県でも事例はございます。一方

で、熊本市がやっているようなスポット的に

周辺の排せつ物を集めて処理する形、また、

合併浄化槽みたいな形もあるかもしれませ

ん。 

 いずれにしても、ちょっとどれぐらいの規

模でスラリーなり排せつ物が集まってくるの

か。その規模と地理的な広がりも含めて、一

番何がふさわしい処理の形なのかを、今、事

業検討も、そちらのほうについても着手しよ

うとしているところです。 

 また、規模、手法によって、また事業主体

もおのずと整理していく必要があるかと思い

ます。さらに言えば、費用負担の話も、こち

らも同様にございますし、いずれにせよ、刻

々と進行している企業立地でございますけれ

ども、農家の方が困らないようにスピード感

を持って――なかなか今追いついてない状況

ですけれども、スピード感を持って事業の検

討も進めていきたいと考えております。 

 

○前川收委員 ありがとうございます。 

 大津町にあります経済連の土地をという話

は、従前から伺っておりました。これもしっ

かりマッチングをやってください。場所があ

りますということではなくて、そこでちゃん

と農業をやるという人がどのくらいいて、ど

の程度の広さが必要なのかということから始

めないと、あそこに土地があるからあそこを

やりましたと、さあどうぞと言ったら、い

や、あそこは遠いからいけません、道が狭い

からいけませんという話になったら、これは

税金の無駄遣いと言われてしまいます。 

 税金を１円も使わずにやれれば、それはそ

れが一番いいかもしれませんが、多分それは

難しいと思います。ある程度しっかりこちら

でやってやる部分も必要だろうと思います。

そこも含めてしっかりやっていただきますよ

うにお願いいたします。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○緒方勇二委員 森林保全課にお尋ねいたし

ます。 

 18ページですが、まず最初に部長の説明が

ありましたが、石川県に派遣されている職員

の方ですね。被災そのものはされなかったか

もしれませんが、随分怖い思いをされたんじ

ゃないかなというふうに感じております。そ

の辺のことがもし状況が分かるのであれば、

披瀝をいただければというふうに思います。 

 それから、18ページの急ぎ対応が必要な事

業を追加提案されて、再度の災害防止を図る

予算でありますけれども、これほどに砂防施

設と治山施設が――能登半島の地震があっ

て、津波も来ましたし、そして時を経て今回

の豪雨、まさに二重災害ですよね。 

 本当に随分傷んだ施設が崩壊して被害を大

きくしたのかなと思いますし、また、新聞報

道等でいけば、山間狭窄部の谷底平野です

か、そこを大量の土砂と流木が直進して家屋

を襲ったということでありますが、まさに私

どもは、この治山施設とこの砂防施設です

か、これがしっかりと静かに働いてくれてお

ることを、しっかり県民向けにアナウンスし

ていただきたいなというふうに思います。 

 そして、緑の流域治水で、前知事も、治山

と砂防をしっかり施して、長期的なスパンは

森林整備でしょうけれど、しっかりここを守

って、命と暮らし、環境をということであり

ましたから、この辺の県民向けのアナウン

ス、これは台風10号でしたけれど、速やかに

除去されるということですが、この後、盛土

法の説明もございますけれど、やっぱりこの
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辺の臨機応変な対応ができることのさまをし

っかり県民にアナウンスいただければなと思

うんですが、その辺のお考えはどうなんです

かね。 

 

○大和森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 まず、石川に派遣を森林局から３名してお

りますけれども、今トレーラーハウスに３人

住んでおりましたけれども、幸いにもトレー

ラーハウスのほうは被害はございませんでし

た。その後、断水にはなっておりますけれど

も、今回10月で交代ということで、無事帰っ

てくることとなっております。 

 次に、治山施設とか砂防施設の効果が現れ

ているということでございますし、今回、18

ページの谷止め工は、まさに効果が発揮でき

たところでございますが、この治山施設自体

が、実は被災を受けておりまして、これをさ

らに元に戻す、強化するということで、11月

に国の査定を受けることとしております。そ

の査定後に国庫補助を活用しまして修復をす

るということを考えております。 

 次に、県民へのＰＲでございますけれど

も、令和２年７月豪雨以降、緑の流域治水と

復興ということで、治山事業、特に球磨川流

域取り組んでおりますけれども、住民の方々

へのＰＲということで、９月には、球磨管内

の６市町村の広報誌に取組状況を掲載させて

いただいております。また、湯前町と球磨村

につきましては、回覧形式で住民の方へ周知

をさせていただいております。また、五木村

には、全戸配布というかわら版がございまし

て、この中でお知らせをさせていただいてお

りますので、これをまたほかの地域にも広げ

ていきたいと思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 石川県への派遣の関係ですけれども、農林

水産部では、これまで延べ19名の派遣をして

おりまして、今現在６名が石川県で支援をし

ているという形になっております。お話あり

ました林学が３名、それから農学、農業土

木、水産がそれぞれ１名という形になってお

ります。 

 石川のほうで災害がありましたので、その

直後に安否確認というのもさせていただいて

おりまして、無事であるということを確認し

ております。引き続き、その支援を続けてい

くという状況になってございます。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員 ありがとうございました。 

 直接、予算のお話じゃないかもしれません

けれど、結局、土砂撤去等の中に被災した施

設の災害査定を受けてということでしょうか

ら、よくぞこういうふうにしっかり働いてく

れたなと。そして、すぐさま3,000立米の土

砂をどけていただいて、片止めで通行いただ

いているさまを知っております。 

 何を言いたいかというと、結局、県民に周

知をするということを恐れたら駄目だと思い

ますね。 

 私、能登半島のああいう流木がまみれてき

たことを、やっぱり令和２年の７月災害を経

験した私どもからすれば、流木が相当悪さを

したんだっていうようなことをよく流布され

ますけれど、そうではなくて、しっかりとこ

ういう施設が働いてくれてるおかげのことの

ほうが、私は、効果が大きいんだろうと思い

ます。公益的機能としてね。 

 だけん、河川に流木が流れ込むというの

は、これはある意味致し方ないけれども、山

の傷み具合とか、そういうことをすぐ喧伝さ

れますけれど、そういうことではなしに、営

々と歴史的背景もありますけれども、ずっと

こういう砂防と治山施設が静かに働いてくれ



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和６年10月１日) 

 

 

 

- 19 - 

ていることの効果をもっとしっかりアナウン

スすることは、公益的機能を発揮するこうい

う施設を――いろんな用地交渉等があります

し、事業を進める上で理解を得やすいのでは

ないかなというふうに思いますので、しっか

りこの辺の周知方もよろしくお願い申し上げ

ます。要望です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○亀田英雄委員 16ページの災害復旧の話な

んですけれども、災害復旧ですから、元のと

おりに戻すというのが前提だというふうに思

うんですけれども、これまで、林道の災害復

旧の現場で、これじゃいかにも、このまま復

旧しても、また配水管とかヒューム管とか詰

まって、また災害を起こすよねという現場を

数多く見てきました。 

 昨今の雨がひどく降るような状況を考えた

ときに、災害復旧だからといって、元の状態

に戻すというだけではなくて、その原因もし

っかり検証して、ここは災害復旧でもためま

すを大きく造るとか、そのようなことを検討

されるということは、その辺の考え方につい

て、何か議論を始めていただきたいなという

ふうに思うんですけれども、いかがでしょう

かね。 

 

○野間林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 16ページということで、これは林道の災害

復旧のことを御質問いただいたと思っており

ます。 

 林道災害復旧は、まず、災害査定、国から

の査定官、立会官に立ち会っていただいて、

そこの中で工種、工法を決めていくというよ

うな制度になっております。そして、委員お

っしゃられた、例えば、そのまんま復旧する

と危ないんじゃないかとか、また崩れるんじ

ゃないかというような場合でも、根拠を持っ

て査定で提案すれば、その査定官、立会官に

御理解いただければ、そういうふうになる場

合もございます。 

 また、今回、石川のように、斜面にあった

道がもう全部斜面ごと崩れたという場合は、

もう逆に将来の林道として使えないという場

合で、廃線とか、そういう場合もあります

し、だから、そこは、管理をされている市町

村が将来こうしたいという意思を持って、さ

らには、今までのとおりじゃなくて、こうい

うふうに多少規模が大きくなるけれども、こ

れでお願いしたいというようなことは、根拠

を持っていけば聞いていただける場合もある

のかなというふうには考えております。 

 説明は以上です。 

 

○亀田英雄委員 ぜひよろしくお願いしとき

ます。 

 そして、また新しく林道を設計される場合

におきましても、今までの流量にとらわれる

ことなく、大きめのサイズで設計していただ

ければ、流量の何といいますか、想定流量で

すたいね、壊れにくい林道にもつながるんじ

ゃないかと思いますので、そのあたりのこと

もぜひ御検討ください。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。

よろしいですか。――なければ、以上で質疑

を終了いたします。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号、第10号から第13号ま

で、第20号及び第62号について、一括して採

決したいと思いますが、御異議ありません

か。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり)  

○吉田孝平委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外６件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 
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   (｢異議なし」と呼ぶ者あり)  

○吉田孝平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外６件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第21号を議題といたします。 

 ここで副委員長と交代いたします。 

 

○前田敬介副委員長 議案第21号は、議員に

直接の利害関係のある事件であり、地方自治

法第117条の規定に基づき、除斥が必要であ

りますので、吉田委員長の退室を求めます。 

   (吉田委員長退室) 

○前田敬介副委員長 それでは、議案第21号

について、担当課長から説明をお願いいたし

ます。 

 

○宮川農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 32ページをお願いします。 

 議案第21号、工事請負契約の変更について

です。 

 令和４年度着手の松原地区農村地域防災減

災事業(湛防)第７号工事ほか合併請負契約の

うち、契約金額について、12億7,710万円を

13億4,387万3,548円に変更するものです。 

 事業の概要については、33ページに記載し

ております。 

 工事内容は、排水機場の下部工の工事で

す。 

 請負契約の変更理由については、３番に記

載しておりますが、護岸工の仮設において、

軟弱な粘性土の堆積が確認されたことによる

仮設締切り工法の変更及び矢板打設位置に雑

石等が確認されたことによる打設工法の見直

しによるものです。 

 農地整備課は以上です。 

 

○前田敬介副委員長 以上で執行部の説明が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はございませんか。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり)  

○前田敬介副委員長 なければ、以上で質疑

を終了いたします。 

 それでは、ただいまから議案第21号につい

て採決をしたいと思います。 

 議案第21号について、原案のとおり可決す

ることに異議はありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり)  

○前田敬介副委員長 異議なしと認めます。

よって、議案第21号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 

 吉田委員長の入室を求めます。 

   (吉田委員長入室) 

○吉田孝平委員長 次に、閉会中の継続審査

事件についてお諮りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり)  

○吉田孝平委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が２件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 熊本県水とみどりの森づくり税事業の検討

状況について報告いたします。 

 資料１ページをお願いいたします。 

 左の欄は、水とみどりの森づくり税の概要

をまとめたものです。 

 熊本県では、平成17年度に条例を制定し、

県民お一人500円、法人からも県民税均等割

の５％相当額を納めていただき、森林の有す

る公益的機能の維持増進を図る施策に要する

経費に充てさせていただいています。 
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 同税条例については、５年を１期として検

討を加え、必要な措置を講ずることとされて

います。 

 現在第４期目にあり、今年度が第４期の５

年目で最終年度になることから、今回、取組

成果等々、今後の方向性の案について報告い

たします。 

 なお、右の欄は、参考として、国の森林環

境譲与税の概要等を整理したものです。 

 こちらの税は、１、税の概要の(1)にある

ように、森林環境税として、国が国民１人年

間1,000円を徴税し、(2)の譲与基準にのっと

って、森林環境譲与税として全国の都道府県

及び市町村に譲与を行うものです。 

 譲与税は、令和元年度から制度が始まって

おり、法律に基づき、森林整備、担い手の確

保、育成、木材の利用の促進等に活用するこ

ととされています。 

 ２ページには、熊本県内の市町村及び県に

おける譲与税の活用状況を示しており、徐々

に活用が進みつつあります。 

 ３ページをお願いします。 

 水とみどりの森づくり税の第４期の事業費

は、青い部分にあるとおり、27億5,000万円

余の見込みとなっており、２本の施策の柱の

下で事業を実施してきました。 

 １本目の柱は、緑の部分「県民の安全安心

を守り、次世代につなぐ森づくり」で、十分

な管理が行われていない森林における針広混

交林への誘導、伐採後の再造林の経費、地域

の林業を支える自伐林家等の育成、県内市町

村や企業による森林由来のＪ－クレジットの

取得等に対する支援を行ってきました。 

 下のページ、４ページ、２本目の柱は「県

民全体で森に触れ、親しみ、支え、森の恵み

を活かす意識づくり」で、ボランティア団体

が行う森づくり活動、木材利用の意義を啓発

する木育活動に対する支援等を行ってきまし

た。 

 ５ページをお願いいたします。 

 本県の森林、林業をめぐる状況の変化や新

たな課題をまとめたものです。 

①緑の流域治水に資する山地災害に強い

森林づくり、②次世代への森林の継承に向

けた再造林の推進、③カーボンニュートラ

ルやＳＤＧｓへの機運の高まりを背景とし

た県民、企業等による森づくり、④森林環

境譲与税を活用した取組の進展を踏まえた

水とみどりの森づくり税の効果的な推進な

どに対応していく必要があると考えており

ます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 今年８月９日に森林整備課が開催しました

森づくりシンポジウムにおける参加者へのア

ンケートの調査結果でございます。 

 結論のところに示すとおり、まず、回答者

の85％が、水とみどりの森づくり税を活用し

た森林の持つ公益的機能の維持増進に資する

取組が今後も必要との結果が得られましたほ

か、この水とみどりの森づくり税を財源とし

て取り組むことが重要な取組としては、土砂

災害の防止等への取組、水資源の涵養、保全

の取組、再造林対策への取組が上位となって

おります。 

 ７ページをお願いします。 

 以上の内容を踏まえますと、県民の安全、

安心のため、森林の公益的機能の果たす役割

はますます重要であり、引き続き、水とみど

りの森づくり税活用事業の着実な推進、継続

が必要と考えます。 

 また、状況の変化や県民の御意見を踏ま

え、第５期の方向性として、緑のところにあ

りますとおり、１「県民の安全安心を守り、

災害のリスクを低減させる森づくり」、２

「次世代につなぐ多様で豊かな森づくり」、

３「みんなで森づくりに取り組む環境づく

り」の３本の施策の下、関連する事業等を実

施することとしてはどうかと考えておりま

す。 

 森林整備課の報告は以上です。 
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○藤由農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 資料の２つ目、②の盛土規制法に基づく規

制区域の指定(案)についてをお願いいたしま

す。 

 これを１枚おめくりいただきまして、Ａ３

の折り畳みの分で御説明をさせていただきた

いと思います。 

 盛土規制法に基づく規制区域の指定に関し

ましては、令和３年の７月に静岡県の熱海で

大規模な土石流の災害が発生したと、これを

端諸に法の改正が行われております。 

 資料の右肩のほうにクレジットがございま

すが、建築課、農林水産政策課と書いてござ

いますが、これは土木部と農林水産部の共管

で対応をしているというものになります。 

 資料の２番目、法律の概要のところ、２つ

目のポツを御覧ください。 

 都道府県等はということで、熊本県としま

しては、下線が引いてございますが、宅地造

成等工事規制区域等の規制区域を指定すると

いうことになっております。 

 この規制区域の考え方は、その下の４番

目、区域指定の考え方とございます。 

 こちらのピンク囲みで宅地造成等工事規制

区域、それから緑で特定盛土等規制区域と、

２つの区域に分かれておりますが、ピンクの

ほうは、市街地や集落など盛土等が行われ

て、それが崩壊すると人家等に危害を及ぼし

得るエリアということで、規制の程度が厳し

ゅうございます。 

 それから、それ以外の部分が緑色のところ

で、地形等の条件から、盛土等が行われれば

人家に危害を及ぼし得るエリアというふうに

なっております。 

 具体的な指定に関しましては、この右側の

熊本県の地図がついておりますが、御覧いた

だきまして、白地がないという形になってお

ります。県内、宅地造成等工事、規制区域あ

るいは特定盛土等規制区域、いずれかに分類

されるという形になっております。 

 これは、国の方針としまして、リスクのあ

るエリアはできるだけ広く規制区域に指定し

てほしいということ、それから先行県が同じ

ようにやっていた、それから隣県との調整の

結果、このような形になっているというもの

でございます。 

 実際の指定は、拡大図がございますが、御

覧いただきますと、緑とピンクの境目につき

ましてが、基本的には、道路ですとか河川、

そういったもので県民の皆様に分かりやすい

線引きというものを心がけております。 

 今後の対応につきましてですけれども、こ

ちらにつきましては、現在の状況につきまし

ては、各委員の先生方に個別に御説明をこれ

までもいたしました。 

 ５番目の今後のスケジュール案のところを

御覧いただきますと、令和６年10月頃からパ

ブリックコメントを実施して、令和７年、来

年度の４月から運用を開始する予定でござい

ます。 

 下のスケジュール表を御覧いただきます

と、令和６年度の１月のところに指定告示と

ございます。この告示を先行してすること

で、できるだけ、この情報につきましては、

県民の皆様あるいはその関係団体の皆様のほ

うにしっかりと周知を図ってしていきたいと

いうふうに思っております。 

 これからも、市町村の広報誌の活用、それ

から個別説明ということで、周知のほうをし

っかりしていきたいというふうに思っており

ます。 

 この内容につきましては、建設常任委員会

においても、土木部のほうから同様に御報告

させていただいております。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 以上で報告は終わりまし

たので、質疑を受けたいと思います。 
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 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 熊本市は、政令市だから熊本

市で独自でつくるということですね。この何

か色が違いますけれども。 

 

○藤由農林水産政策課長 お見込みのとおり

でございます。 

中核市以上が独自に指定をするという形に

なっておりますので、政令市の熊本市は独自

にと。境界につきましても、調整済みという

ことで、同じ考え方で設定をすると聞いてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○緒方勇二委員 水とみどりの森づくり税に

ついてお尋ねをいたします。 

 岸田政権下で森林環境譲与税が導入され

て、増税眼鏡とかやゆされて、しかも、二重

課税じゃないかとかと言われるような議論あ

りましたけれども、今回、水森税のほう４期

目で、しっかりこの目的が、県民向けに、安

全、安心、それから次世代につなぐ、しっか

りこの辺うたっていただいてますし、ありが

たい制度だというふうに思います。 

 森林環境譲与税と水森税、それはどう違う

のと言ったときに、より県民に身近に感じる

のが水森税だろうというふうに私は理解して

おります。 

 そこで、お尋ねですけれど、６ページ。 

 このときに、森づくりのシンポジウムが開

催されて、これはアンケートされましたよ

ね。これは林業関係者ばっかりじゃないです

か、ひょっとして。 

 それから、すみません。必要だと思うとい

う県民が90％近くおられるんですね。結論の

２のほうで、土砂災害等の山地災害の防止、

危険性の低減に資する森林づくりとか、再造

林の推進や鹿被害の対策、森林再生の将来の

森林資源確保、これが非常に多いですよね。 

 私が気にするのは、⑩番目、木材利用の促

進、この意識づけですよ。水森税はしっかり

木材利用のほうを出口戦略としてうたってい

ただくような施策を講じる必要があるのでは

ないかなと常日頃思っておりますが、その辺

のお考えはどうなのか、教えてください。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 まず、委員からお尋ねのありました１つ、

シンポジウムについて、林業関係者ばかりだ

ったんじゃないかということについてですけ

れども、こちらは参加者の方の職業まで詳し

く聴取しておりませんので、正直分からない

ところはありますけれども、顔ぶれ見たとこ

ろ、何人かはもちろん私の知っている林業関

係者の方もいらっしゃったのは事実かと思い

ますが、くまモンの参加ということもあっ

て、かなり一般の方が参加されたという感触

があったかなというふうにも感じているとこ

ろでございます。 

 それから、アンケートのことにつきまして

も、実は、毎年、企画課のほうで県民向けの

全体のアンケートを実施しておりまして、そ

の中でも、この水森税の関係について、設問

項目入れておるんですけれども、今年は、肉

づけ予算ということもあって、その実施時期

がどうしてもこの９月議会に間に合わなかっ

たということもございまして、森林局のほう

で実施しましたこちらのシンポジウムのアン

ケート結果を、ここで御紹介させていただい

たというところでございます。 

 委員御指摘のとおり、木材利用につきまし

て、これも、今回、シンポジウムでも基調講

演のほうでも、その辺は、やっぱり出口戦略

として非常に重要ということは触れられてお

りましたし、我々もその認識は同じでござい

ます。 
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 今回、第５期の施策の柱の案としまして

も、みんなで取り組む森づくりということ

で、こちらは普及啓発系の取組が入ってくる

のかなというふうに考えております。 

 こういったところで、しっかり出口戦略、

木材の利用価値も含めて森林環境教育という

ことで、一般の県民の方に、この森林、木材

利用の重要性が分かってもらえるような形の

取組を実施できたらなというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員 ありがとうございました。 

 ぜひ、災害に強い森づくりには木材利用が

必要だということで、この辺をしっかり育ん

でいただければなと思います。 

 それから、すみません、もう１ついいです

か。 

 

○吉田孝平委員長 はい。 

 

○緒方勇二委員 この盛土規制のほうですけ

れど、ちょっと分からないところがあって、

土砂３法があって、熱海のこともあって、今

回の運びとなったということですが、この河

川の堆積土砂とか、この辺の排土先の規制

は、これで運用がされるんですかね。 

 それと、もしそれがそうであるならば、基

本、関係課はたくさんありますけれど、なか

なか、これは許可が出しにくくなるんじゃな

いかなというふうに懸念するのと、これは公

共が関与した土捨場の必要性を非常に感じる

んですけれども、今後ですよ。 

 河川掘削の土砂であるとか、砂防、治山の

排除した土砂の捨場ですね。今現在、業者に

委ねるところが多いけれども、今後、この規

制に鑑みれば、やっぱり公共が関与した土捨

場の確保というのは必要性が出てくるんじゃ

ないかなと思いますが、その辺はどうなんで

すか。 

 

○藤由農林水産政策課長 今御質問のところ

は、公共も絡んだ捨て土、排土が出てきた場

合にどう処理していくのかということかと思

います。 

 こちらにつきましては、御懸念のとおり、

処理するに当たっては、その許可あるいは届

出という形が、一時仮置きの分についても対

象になってくるということで、公共事業であ

っても、公共事業の工事区域内であれば、特

に問題はない、許可取る、届出は必要はない

んですが、工事区域を越えて遠いところに持

っていくとかという形になりますと、これは

許可あるいは届出の対象という形になってま

いります。 

 そこは、やっぱり土木部のほうも、どう対

応するかという部分は検討中ということでは

ございますが、１つ、これは、併せて制度と

して、ストックヤードを自分のところで事業

として取り組むという企業さんの登録という

ことも一方で進んでいっております。こちら

と連携をすることで、施工する工事業者につ

きましては、そういう登録をした企業のとこ

ろに土を持っていくとなりますと、これがな

ければ捨て土の状況はずっと追っていかない

といけないというのがあるんですが、それが

免除されるという形になっている。 

 その意味で、一つの業としてどこまでされ

るか分かりませんけれども、このストックヤ

ード、捨て土の管理、そのあたりも担当して

いく事業者というのも出てくるのではないか

なというふうに思っているところでございま

す。 

 いずれにしましても、これらを実行する中

で、また土木部のほうとも――先生おっしゃ

いましたとおり、うちも複数課が関係してお

ります。このあたり支障ができるだけないよ

うに、意見を聞きながら進めていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○緒方勇二委員 業として出てくるんじゃな

いかなと。捨て土の最後までのという処分の

在り方ですね。これはもう産廃のマニフェス

トに近いですよね、こうなってくると。 

 ですから、よくよく考えて、ストックヤー

ドに一時仮置き、工事内ヤードだったら該当

しないということでありましたけれど、太陽

光とかああいう造成については、調整施設と

か防災施設を先に造らないと造成が着手でき

ないというふうになっていると認識してます

けれども、既存施設の公益的な施設であるそ

ういう排除、河川の土砂の排除とか、そうい

うところになっていけば、非常に公共が関与

した部分が今後ますます必要になってくると

思いますので、民間の方でもしっかりそうい

うことを業として育んでやろうと言われる方

については、申請してもたくさん林発とかい

ろいろありますから大変なんですけれど、し

っかりその辺は御指導いただきながら、しっ

かり業として成り立つような仕組みづくり、

そして、私どもにとっては、受益として速や

かに堆積した土砂等がどこかにきちんと運ば

れて処分されるというような仕組みづくりを

つくっていただければなと思いますので、こ

れは要望です。 

 

○吉田孝平委員長 要望でよろしいですね。 

 ほかにございませんか。――なければ、以

上で質疑を終了いたします。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 

 

○前川收委員 その他の中のその他でありま

すが、簡単に言います。 

 熊本のあか牛は、ＧＩを取って非常に生産

も盛んに行われてます。現在、需要に追いつ

かないぐらいに人気が出てきているというふ

うに思ってまして、これは熊本独自とまでは

言いませんけれども、ＧＩが取れているとい

う前提から見れば、非常に熊本らしいあか牛

の生産だということで、全国で好評をいただ

いているということであります。 

 ひとつ気になるのが、黒は黒でしっかり振

興していかなければなりませんし、統一ブラ

ンドもつくっていただきましたし、首都圏に

おいてもきちっと市場でその価値が認められ

るような状況になってきておりますが、実

は、肉質等級、これが黒牛の等級の１つしか

ないんですね。つまり、Ａ５が最高級という

話であれば、その同じような基準であか牛を

入れていけば、Ａ３ぐらいまでにしかならな

いと。 

 あか牛のＡ５なんてある必要もありません

し、それはおかしい、あか牛の特性がうまく

出ないということになるわけでありまして、

脂身よりもうまみが強いあか牛ですから、あ

か牛としての肉質の等級の制度、調べるの

は、全ての牛のその内容は検定制度で調べて

らっしゃると思うけれども、その調べた内容

を、どこを見ればあか牛としての等級が見れ

るのか、つくれるのか。 

 つまり、今は黒牛の中のあか牛と等級制度

の中では――というふうになっていると思い

ますので、私は、独自のあか牛の等級制度を

つくるべきだと思ってます。これからもっと

もっと需要が増えてきて、ＧＩに認められて

いる熊本のあか牛は、未経産であったりと

か、それから、幾つか条件があってＧＩには

認められてますけれども、どんどんどんどん

需要が高まって、どんどんどんどん生産が増

えてくれば、今度は等級が出てくるんです

ね、絶対。熊本のあか牛の中でこの牛はとい

う話が出てくると思います。 

 やっぱり一番目指すべきあか牛の肉質は、

まだ確立されてはないと思いますが、うまみ

の部分をしっかり評価しながら、例えば、Ａ

１とかＡ２とか言わずに、あか牛だからＲ、

レッド１、レッド２でいい、レッド５の牛で

すよ、あか牛ですよって冗談みたいな話だけ
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れども、そういうものをだんだん考えていか

なければならないことになるだろうと思って

ます。 

 つまり、肉の需要は、黒牛ももちろん人気

ありますけれども、また、別途違う人気が、

健康志向の中で、あか牛の人気が出てきても

らわなきゃいけないし、出てくると思ってま

すので、その生産をやっていただく皆さん方

に、目指すべきあか牛の姿というものは、黒

牛と同様に、そういった肉質の検定制度の中

で、ちゃんと科学的に確立されたものという

ものをつくっていかなければいけないと思い

ますし、これは熊本が動かない限り、生産県

が少ないわけでありますから、どこも動かな

いと思いますので、これは要望でございます

が、ぜひ、そういった検定制度について、生

産者や関係団体等々と話合いを始めていただ

きながら、それを確立していく準備に入って

もらいたいなと思っております。 

 意見があればどうぞ。私は要望でいいで

す。 

 以上です。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 委員のおっしゃるとおり、今あか牛の販売

状況というのが非常に好調でございます。 

 直近で言いますと、今日が10月１日、昨日

９月の30日までの９月の子牛販売価格が、あ

か牛が70万を超えております。一方、黒牛は

50万を下回っております。ということで、も

う既に20万開いているというのは、恐らく過

去にも例がないんじゃないかなというぐらい

あか牛が今非常に引き合いが強いということ

で、生産量がその供給量に追いついてないと

いう状況でございます。 

 ということで、県といたしましては、あか

牛の、もうとにかく生産振興を増やそう増や

そうという増頭対策を、家畜導入事業とか、

あと国の補正予算を活用しました事業とか

で、非常に生産基盤の強化、繁殖雌牛の増頭

対策を実施しております。 

 ということで、いずれにしろ、そういう需

給バランスがあって、今はあか牛は高いんで

すが、将来、あか牛が増えたときに供給が過

多になって下がることもなきにしもあらずと

いうことで、委員がおっしゃいますように、

あか牛の評価を何とか今のうちにつくってお

いて、今後も、需要が増えるとともに供給が

増えたときにも、あか牛の価値が落ちないよ

うな取組が必要ではないかというふうに思っ

ております。 

 国内の牛肉の取引につきましては、公益社

団法人日本食肉格付協会が定めております牛

の枝肉取引規格に基づいて行われておりま

す。これはもう全国共通でございます。この

中で、今の評価でいくと、サシがやはり評価

の指標となります。 

 ということで、黒牛に対しまして、あか牛

がどうしても評価的には低くなりがちです

が、今の状況からいきますと、その枝肉取引

でもあか牛は黒牛に決して劣ってないという

ような状況でございます。 

 これをさらに確固たるものとするために、

県といたしましては、消費者や実需者、赤身

志向を踏まえつつ、あか牛の特徴を最大限に

発揮する育種改良や子牛からの生産、肥育技

術の改善等について、来年度、家畜改良増殖

目標計画というのを策定する予定にしており

ます。 

 この中に、委員おっしゃいますように、目

指すべき水準というのを明確に位置づけて、

あか牛の新たな価値創造について、これはも

う県だけじゃ駄目ですので、農業団体と協議

しながら、しっかりと進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 畜産課は以上です。 

 

○前川收委員 よろしくお願いします。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。
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――なければ、以上で本日の議題は全て終了

いたしました。 

 最後に、要望が５件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 それでは、これをもちまして第３回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時41分閉会 

  

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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